
コンサルティング手法を活用した大阪都市圏衛星都市の空き家対策総合支援事業
（一般社団法人 大阪府不動産コンサルティング協会）

課題 空き家問題解決には、地域、物件、権利等の特性を考慮した手法が要求される

目的 「広域の空き家相談」と「地域の空き家相談」に区分し、コンサルティング手法を活用しながら
問題解決支援を実践することで空き家問題の解決に寄与する

取組内容 ①大阪府と同府に隣接する市町村の空き家を対象にした空き家総合相談体制の拡充
②市町村での地域特性を考慮した空き家問題解決のための意識啓発事業等の実施

成果 ●「コンサルティング手法を活用した空き家相談・問題解決に関する研修会」資料
●広域空き家相談窓口の運営にかかるランニングコストとその資金確保に関する検討結果報告
●市町村での地域特性を考慮した空き家問題解決のための意識啓発事業等の事例

取組内容

①大阪府と同府に隣接する市町村の空き家を対象にした空き家総合
相談体制の拡充
・相談窓口「大阪の空き家コールセンター」の開設
・遠隔地に居住する空き家所有者向けの相談会の実施
・空き家相談会の開催と相談員の派遣等
・相談員向け研修会、勉強会の開催
・空き家対策のランニングコストの算出とその資金確保の検討

②市町村での地域特性を考慮した空き家問題解決のための意識啓発
事業等の実施
・市町村との連携と当該市町村の状況調査
・空き家対策の企画と実践
・地域専門家との連携体制の構築
❶地域住民による空き家調査（豊能町）延期
❷空き家購入希望者向けのアプローチ（枚方市）
❸自治体と民間における連携のあり方についての検討（八尾市）
❹寺内町の空き家活用におけるサポート（貝塚市）
❺近隣の空き家に対する問題解決手法の研究（堺市）
❻総合的な相談体制の構築（四條畷市）

主な成果物

●衛星都市における空き家
相談体制の構築と空き家に
関する意識啓発のための手引

●広域空き家相談窓口の運営に
かかるランニングコストとその資金
確保に関する検討結果報告

●「コンサルティング手法
を活用した空き家相談・
問題解決に関する
研修会」資料



事 業 名 称 
コンサルティング手法を活用した大阪都市圏衛星都市の空き家対策

総合支援事業 

事 業 主 体 名 一般社団法人 大阪府不動産コンサルティング協会 

連 携 先 
大阪府、大阪の住まい活性化フォーラム、堺市、八尾市、四條畷市、枚方市、 
貝塚市、豊能町他 

対 象 地 域 大阪府と同府に隣接する市町村 

事 業 概 要 

・大阪府と同府に隣接する市町村の空き家を対象にした空き家総合相談体制の

拡充 

・市町村での地域特性を考慮した空き家問題解決のための意識啓発事業等の実

施 

事 業 の 特 徴 
空き家相談を「広域の空き家相談」と「地域の空き家相談」に区分し、コンサ

ルティング手法を活用しながら問題解決支援を実践することで空き家問題の

解決に寄与する 

成 果 

・「コンサルティング手法を活用した空き家相談・問題解決に関する研修会」

資料 
・広域空き家相談窓口の運営にかかるランニングコストとその資金確保に関す

る検討結果報告 
・衛星都市における空き家相談体制の構築と空き家に関する意識啓発のための

手引 

成果の公表方法 ホームページで公表（http://akiya.osaka.jp/） 

今後の課題 
・広域空き家相談窓口の安定的継続 

・地域特性を考慮した空き家対策の実施と問題解決事例の蓄積 

 

１．事業の背景と目的 

 本事業者は、これまで空き家の担い手連携モデル事業により大阪市の空き家相談体制の整備等に

携わり、現在も継続して実施している。この事業では、電話相談「空き家相談ホットライン」や地

域の力による空き家予防「空き家相談取り次ぎネットワーク」など相談の入口の拡充から、コンサ

ルティング手法を駆使し専門職者等と連携した出口戦略の実践を行いながら、大都市部における空

き家対策の総合的な問題解決の検証や研究に携わってきた。一方、大阪府下においては、大阪の住

まい活性化フォーラムの空き家総合相談窓口の一つとして活動するなかで、より地域に根差した空

き家相談と問題解決の必要性を感じるようになった。 

空き家問題を解決するためには、空き家の所有者や利用希望者等が空き家を利用したり除却した

りするための障害を除去することが大切になる。この障害の除去には、普遍的な課題解決手法だけ

でなく、地域、物件、権利等によって左右される特性を考慮した手法が要求される。そこで本事業

では、空き家相談を大阪府と府に隣接する大阪都市圏の衛星都市とする「広域空き家相談」と各衛

星都市内の「地域の空き家相談」に区分し、それぞれの空き家相談体制を拡充し問題解決支援を実

践して空き家問題の解決に寄与する。さらに、これまで大阪市で培ってきた空き家相談の実績を基

に、連携する複数の対象地域（市町村）での実践を通じて、相談対応の転用できる部分と地域特性

によってカスタマイズが必要な部分とを見極めて探求することにより、全国の同種の地域における

空き家対策に有益な手法等を提供することを目的とする。 
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２．事業の内容 

（１）事業の概要と手順 

交付決定（令和 3 年 7 月 12 日）から事業終了までの間の事業の内容と手順を、以下のよう

に進めた。 

 

図－1 取組みフロー図 
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表－1 役割分担表 

取組内容 具体的な内容（小項目） 担当者（組織名） 業務内容

Ａ）大阪府と

同府に隣接す

る市町村の空

き家を対象に

した、空き家

総合相談体制

の拡充

①相談窓口「大阪の空き

家コールセンター」の開

設と空き家相談会の開

催と相談員の派遣等

空き家利活用 PT、広域交流部会、

大阪の住まい活性化フォーラム

コールセンター開設準

備（手法等の検討）

未定（検討結果による。確定する

までは、空き家利活用 PT） 

コールセンターの運営

空き家利活用 PT、広域交流部会、

大阪の住まい活性化フォーラム

空き家相談会の開催と

相談員の派遣等

空き家利活用 PT 遠隔地に居住する空き

家所有者への相談体制

拡充の検討とモデル的

取組の実施

②相談員向け研修会、勉

強会の開催

空き家利活用 PT 研修会資料の作成（準

備）

空き家利活用 PT、広域交流部会、

大阪の住まい活性化フォーラム

開催要領等の決定

空き家利活用 PT、事務局 研修会、勉強会の開催

③空き家対策のランニ

ングコストの算出とそ

の資金確保の検討

空き家利活用 PT、財政部会 ランニングコストにか

かる情報の収集とコス

トカットの検討

空き家利活用 PT、大阪の住まい活

性化フォーラム

事業連携、資金調達の検

討

Ｂ）市町村で

の地域特性を

考慮した空き

家問題解決の

ための意識啓

発事業等の実

施

①市町村との連携と当

該市町村の状況調査

空き家利活用 PT、広域交流部会、

大阪府、大阪の住まい活性化フォ

ーラム、連携市町村（堺市、八尾

市、四條畷市、枚方市、貝塚市、

豊能町他）

連携先の決定

空き家利活用 PT、当該地域の会員 市町村の状況調査

②空き家対策の企画と

実践

空き家利活用 PT、当該地域の会員 空き家対策事業の企画

提案

空き家利活用 PT、当該地域の会

員、連携市町村担当課

市町村と連携した空き

家対策の実践

③地域専門家との連携

体制の構築

空き家利活用 PT、大阪の住まい活

性化フォーラム、連携市町村担当

課

連携先との連絡調整

④とりまとめと公表 空き家利活用 PT、広報部会、財政

部会

事業の取りまとめ、成果

物・報告書の作成、広報

3



 

表－2 事業実施スケジュール表 

取組内容 
具体的な内容 

（小項目） 
業務内容 

令和３年度 

7

月 

8

月 

9

月 

10

月 

11

月 

12

月 

1

月 

2

月 

3

月 

Ａ）大阪府と

同府に隣接

する市町村

の空き家を

対象にした、

空き家総合

相談体制の

拡充 

①相談窓口「大

阪の空き家コー

ルセンター」の

開設と空き家相

談会の開催と相

談員の派遣等 

コールセンター開設準備（手法

等の検討） 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

コールセンターの運営          

空き家相談会の開催と相談員

の派遣等 

         

遠隔地に居住する空き家所有

者への相談体制拡充の検討と

モデル的取組の実施 

       

● 

 

  

②相談員向け研

修会、勉強会の

開催 

研修会資料の作成（準備）          

開催要領等の決定          

研修会、勉強会の開催     ●     

③空き家対策の

ランニングコス

トの算出とその

資金確保の検討 

ランニングコストにかかる情

報の収集とコストカットの検

討 

         

事業連携、資金調達の検討          

Ｂ）市町村で

の地域特性

を考慮した

空き家問題

解決のため

の意識啓発

事業等の実

施 

①市町村との連

携と当該市町村

の状況調査 

連携先の決定          

市町村の状況調査          

②空き家対策の

企画と実践 

空き家対策事業の企画提案          

市町村と連携した空き家対策

の実践 

         

③地域専門家と

の連携体制の構

築 

連携先との連絡調整          

④とりまとめと

公表 

事業の取りまとめ、成果物・報

告書の作成、広報 

         

 

 

相談会 
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（２）事業の取組詳細 

１）大阪府と同府に隣接する市町村の空き家を対象にした空き家総合相談体制の拡充 

①相談窓口「大阪の空き家コールセンター」の開設と空き家相談会の開催と相談員の派遣等 

ⅰ）相談窓口「大阪の空き家コールセンター」の開設 

●令和 3 年 10 月に、広域空き家相談窓口「大阪の空き家コールセンター」を開設した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●「大阪の空き家コールセンター」は、相談から解決支援までワンストップで対応することを

目的に開設した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●「大阪の空き家コールセンター」の広報について 

・大阪府や府内各自治体の HP、Facebook、Twitter などに掲載 

・各自治体の施設に配架 

・情報プラザ（府内 10 か所）に配架 

・府内のローソン直営店 85 店舗に配架 

 など 

図－2 コールセンターのチラシ 

図－3 コールセンターのイメージ 

図－4 コールセンターの趣旨・目的 
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●「大阪の空き家コールセンター」についてのアンケートを実施 

令和 4 年 1 月に、府内各自治体に対して、コールセンターの活用状況や活用に向けた課題に

ついてのアンケートを実施した。 

ⅱ）空き家相談会の開催と相談員の派遣等 

主に各市町村と大阪の住まい活性化フォーラムの連携によるセミナー＆相談会へ、講師およ

び相談員を派遣した。 

ⅲ）遠隔地に居住する空き家所有者への相談体制拡充の検討とモデル的取組の実施 

●首都圏に居住する空き家所有者向けの相談会を実施 

実施日時：令和 4 年 1 月 22 日（土） 13：30～16：30 

実施場所：移住交流情報ガーデン（東京都中央区京橋 1 丁目 1-6 越前屋ビル 1F） 

共  催：（一社）大阪府不動産コンサルティング協会 

    ：（一社）全国不動産コンサルティング協会 

後  援：大阪府、新潟県、大分県、京都市 

対象地域：【空き家・空地の所在】 

全国で空き家や空き地などをお持ちの方 

【相談者の所在地】 

首都圏（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県など） 

相談料：無料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②相談員向け研修会、勉強会の開催 

令和 2 年 11 月 18 日に空き家相談員研修会を実施した。 

 

 

③空き家対策のランニングコストの算出とその資金確保の検討 

「広域空き家相談窓口」を安定的かつ継続的に運営するため、「大阪の空き家コールセンタ

ー」を運営するためにかかるランニングコストとその資金確保に関する検討を行なった。 

図－5 相談会のチラシ 

写真－1 相談会の様子 
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２）市町村での地域特性を考慮した空き家問題解決のための意識啓発事業等の実施 

今年度は、府内 6 市町を対象に、各市町における地域特性を踏まえ、空き家対策状況や課題

などを調査・分析し、実情を考慮した空き家対策の企画と実践を行った。 

 

①地域住民による空き家調査（豊能町） 

豊能町では、地元の NPO 法人が町と連携して空き家対策に取り組んでいるが、空き家所有

者からの相談（接点）が少ないことが悩みだった。そこで、地域住民自らが目視で空き家調査

を行い、自治会等を通じて所有者（把握できていない場合は登記事項証明書から所有者を辿り）

へ直接アプローチをすることで、地域の自主性を育むとともに空き家の掘り起こしを企画した。 

 

②空き家購入希望者向けのアプローチ（枚方市） 

枚方市では、令和 2 年度より「枚方市若者世

代空き家活用補助制度」を設けていることもあ

り、空き家購入希望者へのアプローチを通じて、

空き家の解消を試みた。 

単なる補助制度の案内ではなく、空き家を購

入してリフォームもしくは取り壊して新築する

場合のメリットや注意点などを周知するために、

令和 3 年 12 月 15 日にオンラインセミナーを開

催した。 

 セミナーの広報活動には、市の HP への掲載や市の施設にチラシを配

架するだけでなく、市内の住宅展示場や保育園、工務店などにチラシを

配布するなどの工夫も行った。 

 

 

③自治体と民間における連携のあり方についての検討（八尾市） 

八尾市の空き家担当者が自ら相談対応や解決支援に積極的に取り組

んでおり、仕事量の増大と担当者が交替したときの引継ぎが悩みだった。  

そこで、実際の相談案件を基に、具体的な問題解決手法を提示しなが

ら、自治体と民間事業者との連携体制構築（役割分担）の検討を行った。 

 

④寺内町の空き家活用におけるサポート（貝塚市） 

歴史的建築物も多い旧貝塚寺内町地域に焦点を当て、令和 3 年 12 月

12 日に（一社）貝塚寺内町保存活用事業

団主催の「空き家活用セミナー」におい

て、歴史的な建物を活用する意味・メリ

ットや空き家・空き店舗の効果的な活用

事例等の情報を提供した。 

 

図－6 補助制度のチラシ 図－7 セミナーのチラシ 

図－8 セミナーのチラシ 

写真－2 セミナーの様子 

写真－4 セミナーの様子 

写真－3 検討会の様子 
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⑤近隣の空き家に対する問題解決手法の研究（堺市） 

堺市は広域に渡り人口も多いため、市内各地域によっても特色がある。まずは、堺市全域を

対象とした、電話相談室を設置するとともにセミナー＆相談会を実施。加えて、地域を限定し

た相談会も実施しながら、今年度は、近隣の空き家対応について、民間事業者ができ得る問題

解決手法の研究を行った。 

ⅰ）「堺・泉北の住まいと空き家の電話相談室」の設置 

令和 3 年 11 月に「堺・泉北の住まいと空き家の

電話相談室」を設置した。 

広報については、市の HP や広報誌への掲載およ

び各区役所にチラシを配架するだけでなく、タウン

誌（週 1 回 68,000 部発行）にも広告を掲載した。 

 

 

ⅱ）「堺・泉北の住まいと空き家の相談会」の開催 

令和 3 年 12 月 12 日に、堺市の中でも高齢化率が一

番高い南区を対象とし、多くの方に利用いただけるよ

うに、13 時半～21 時と時間の幅を設けて相談会を開

催した。  

広報については、電話相談室と同様に、タウン誌（週

1 回 68,000 部発行）にも広告を掲載した。 

 

 

ⅲ）セミナー＆相談会の開催 

堺市主催（大阪の住まい活性化フォーラムとの

連携）のセミナー＆相談会が、令和 3 年 11 月 6

日に開催され、講師と相談員を派遣した。 

 

 

 

ⅳ）近隣の空き家に対する問題解決手法の研究 

住まいと空き家の電話相談室やセミナー＆相談会および地域を限定した相談会など、さまざ

まな窓口を設け、具体的な案件に対して問題解決支援を実施しながら、近隣の空き家対応につ

いて民間事業者ができ得る問題解決手法の研究を行った。 

 

 

 

図－9 電話相談室のチラシ 

図－10  
電話相談室と相談会の広告 

図－11 相談会のチラシ 

写真－6 セミナーの様子 

写真－5 相談会の様子 
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⑥総合的な相談体制の構築（四條畷市） 

四條畷市では、令和 3 年 3 月に「四條畷市における空き家等利

活用等普及啓発・相談事業の実施に関する協定」を締結しており、

協定に基づき、空き家相談専用ダイヤルの設置や継続的な相談会、

意識啓発セミナーなどの開催に加え、個々の空き家問題解決支援

を実施しすることにより、入口から出口までの包括的な空き家対

策のサポートを実践した。 

ⅰ）空き家相談専用ダイヤルの設置 

空き家相談に関する専用ダイヤルを設置し、

平日の 10 時～16 時まで対応した。 

 

 

 

 

ⅱ）定期的な空き家無料相談会の開催 

毎月第一金曜日の 13 時～17 時に、予約制で

空き家の無料相談会を開催した。 

 

 

 

 

 

ⅲ）セミナー＆相談会の開催 

令和 3 年 11 月 22 日に、市役所内にお

いて、セミナー＆相談会を開催した。 

 

 

 

ⅳ）空き家問題解決支援 

空き家相談専用ダイヤルや定期的な空き家無料相談会の他、意識啓発のためのセミナーをセ

ットにした相談会など、でき得る限りの相談窓口を設け、これらの具体的な案件に対して、問

題解決支援まで実施しながら、入口から出口までのフルサポートを実践した。 

 

図－12 専用ダイヤルの HP 掲載ページ 

図－13 相談会のチラシ 

写真－7 協定式の様子 

写真－8 相談会の様子 

写真－9 セミナー＆相談会の様子 
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（３）成果 

１）大阪府と同府に隣接する市町村の空き家を対象にした空き家総合相談体制の拡充 

①相談窓口「大阪の空き家コールセンター」の開設と空き家相談会の開催と相談員の派遣等 

ⅰ）相談窓口「大阪の空き家コールセンター」の開設 

開設から 3 カ月余りで、まだ周知されていない状況ではあるが、令和 4 年 1 月末現在で計 24

件、月に平均 7～8 件の相談があった。地域も幅広く、中には府外に所有する空き家の相談も

あり、相談内容も多様化している。相談があった空き家所在地を表すと下記のとおりで、すで

に当協会で直接の電話相談窓口を設置している大阪市や四條畷市、大阪府宅建協会の泉南支部

が精力的に活動している泉南地域などを除いた地域から、主に相談があったことも興味深い。 

また、自治体の担当者が、指導の対象となっている空き家所有者等や自治体の窓口で問い合

せを受けた空き家所有者等にコールセンターを紹介するなど、当協会が行っている大阪市の「空

き家相談ホットライン」と類似の傾向も見受けられるようになっていることから、今後相談件

数の増加が見込まれる。 

 

   コールセンターに相談があった空き家所在地（令和４年１月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 4 年 1 月に、府内市町村のご担当者へ向けて、コールセンターの活用状況や活用に向け

た課題についてのアンケートを実施し、下記のような回答を得た。まだ開設して間もないため、

認知度も低く、空き家所有者等へも紹介しづらいなどの意見もある一方で、積極的に活用を始

めている自治体もある。これにより令和 4 年度は、指摘を受けた課題を解決することによって、

自治体にとって活用しやすい相談窓口となる可能性は高い。 

 

池田市 

箕面市 

茨木市 

高槻市 

豊中市 

吹田市 

摂津市 

枚方市 

寝屋川市 

守口市 

大阪市 

八尾市 

堺市 

羽曳野市 

河内長野市 

河南町 

田尻町 

その他 

図－14 相談があった市町村の地図 
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ⅱ）空き家相談会の開催と相談員の派遣等 

大阪府内 9 市町において、延べ 15 回のセミナー＆相談会へ講師および相談員の派遣を行い、

意識啓発と相談対応に貢献した。 

ⅲ）遠隔地に居住する空き家所有者への相談体制拡充の検討とモデル的取組の実施 

●首都圏に居住する空き家所有者向けの相談会を実施 

相談の形態と空き家所在地 

 

 

 

 

 

 

 合計 大阪府 新潟県 大分県 

予約者数 ７組 １組 ５組 １組 

来場者数 ５組 １組 ４組  

WEB 相談へ変更 １組   １組 

電話相談へ変更 １組  １組  

 

表－3 アンケート結果 

表－4 相談会の結果 
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【案内方法】 

   大阪府、新潟県、大分県では、府県のご担当者が各市町村のご担当者へ相談会の案内を

促し、これら府県内の各市町村や京都市のご担当者が首都圏の所有者等へのチラシを送付

して相談会を案内した結果、計 7 組の申込みがあった。新潟県燕市では、市内の空き家所

有者のうち、首都圏在住の 92 名に右の案内文と相談会のチラシを同封し 12 月 15 日に郵

送ところ、3 組の申込みがあった。 

   大阪府では、相談会開催後に全 43 市町村にア

ンケート調査を実施したところ、「首都圏在住の

空き家所有者を把握していない」「市町村から首

都圏在住の空き家所有者に対する文書送付のタ

イミングと、本相談会の開催のタイミングが合

わなかったので、相談会のみの連絡は行わなか

った」などの回答もあり、多くの自治体で、チ

ラシを府内の市町村の施設等に配架するにとど

まったケースが多かった。 

   その中でも、大阪府枚方市では、首都圏在住

の空き家所有者約 30 名に対して本相談会の

DM を送付したところ、相談会への申し込みは

なかったが、数名の所有者から「売却の段取り

を進めている」など、進捗について直接市へ連

絡があった。 

   これまで全国不動産コンサルティング協会主催で行なった計 4 回の相談会と今回の相談

会を通じて、相談会への参加を促すには、各市町村から直接所有者等へアプローチを行う

ことが効果的だと考えられる。また、枚方市のように、相談会の申し込みには至らなくと

も、空き家の進捗を確認できる機会の創出につながる効果も期待できる。 

【相談対応】 

   新型コロナウィルス（オミクロン株）感染拡大の中での相談会開催となり、感染症対策

を万全にして臨んだが、直前に予約キャンセルの申し込みが 2 組あった。が、電話や WEB

相談の選択肢があることをお伝えしたところ、相談（電話相談 1 組、WEB 相談 1 組）を

受けることが可能となった。WEB 相談については、相談者の都合に合わせ、大分県の相

談員が、後日大分から WEB（Zoom）で相談対応を行なった。 

   会場では、新潟県と WEB（Zoom）でつなぎ、会場の相談員が主となり相談を受け、新

潟県の相談員が補助的な役割を行なうことで、よりきめ細やかな相談対応が可能となった。 

   これまで蓄積した相談対応のスキルやさまざまなツールにより、ワンストップでの相談

対応は十分に可能であることはもとより、よりきめ細やかな対応には、空き家所在地に精

通する信頼できる連携団体の存在が不可欠である。 

【開催費用】 

   大阪や新潟から相談員が参加したため、事業費に占める交通費等の割合が大きく、費用

対効果は必ずしも高くない結果となった。継続して開催するためには、WEB を多用した

り、空き家所在地だけでなく、相談会開催地に信頼できる連携団体を増やすなどの工夫が

必要である。 

図－15 燕市が送付した案内文 
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   「移住交流情報ガーデン」での開催は、大阪府のご協力で会場費が無料であった。今後、

継続して開催するためにも、自治体との連携により、安価で利便性の良い、分かりやすい

場所で開催することが望ましい。 

【その他】 

   大阪府が実施したアンケート調査においては、「首都圏だけでなく、あらゆる地域で同様

の相談会等があれば活用しやすい」「開催日が複数あると案内しやすい」などの意見があっ

た。 

   そのためには、遠隔地にある空き家等の相談会を、できれば各地で継続して開催するよ

うな仕組みをつくるとともに、各市町村のご担当者との協力体制を構築し、地域の枠を越

えて空き家問題を解決する意識の浸透が今後の課題である。 

 

②相談員向け研修会、勉強会の開催 

自治体の担当者を含め、計 27 名

が参加し、コンサルティング手法を

活用した空き家問題解決事例等の

情報を共有したのち、活発な意見交

換が行われた。「他市の空き家対策

の事例を具体的に聞くことができ

てよかった」などの声が多く聞かれた。 

 

③空き家対策のランニングコストの算出とその資金確保の検討 

「広域空き家相談窓口」を安定的かつ継続的に運営するためには、相談員への研修や勉強会

等に加え、府民や府外の空き家所有者等への周知、各地での相談会の開催などの工夫も欠かせ

ないが、ここでは前提として「大阪の空き家コールセンター」を運営するためにかかるランニ

ングコストとその資金確保に関する検討を行なった。 

また、「コールセンター」を単独で設置すれば、そのためだけの人件費や家賃、備品代や電

話代などかかることになり、予想される相談件数や労力などを鑑みると、既存の団体等が単独

または持ち回りなどで運営することを想定するのが現実的であると考え、今年度は当協会が暫

定的に相談窓口を担当し、電話を転送で事務局が受け付け、相談員へ連絡し、コールバックす

るスキームにより、ランニングコスト等を算定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■初期対応の具体的な流れ 

●受付担当者 

①電話対応 

②内容の整理 

③メールの作成 

④相談員へメール 

 ●相談員 

  ①相談者へ連絡 

  ②調査（①と前後する場合あり） 

  ③分析 

図－16 研修会資料の表紙 

図－17 コールセンターのイメージ 

写真－10 研修会の様子 
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コールセンターを開設してから 3 カ月余りの稼働で、多くのデータは収集できておらず、お

およその計算ではあるが、年間約 150 万円程度の運営費用がかかると想定した。 

資金確保の検討については、前提として、「大阪の空き家コールセンター」を、大阪の住ま

い活性化フォーラムの中で運営するか、フォーラムとは別に運営するかで議論となった。フォ

ーラムの事業として継続するためには、フォーラム内での手続きが必要となるが、まだ実績も

少なく、議論するためのデータも揃っていないため、今年度は正式にフォーラム内においては

議論を行っていない。そこで、令和 4 年度に具体的な検討と調整を行うことができるように、

多角的に検討を行なった結果、下記のような意見が出た。 

Ⓐ大阪の住まい活性化フォーラムの中で運営する場合 

❶フォーラムの予算で運営する 

現在、フォーラムは所属団体の会費で運営されているため、予算の中で承認されれ

ば運営は可能となるが、年間約 150 万円を支出することは簡単ではないことと、多く

の団体のコンセンサスが必要となることが課題である。 

❷大阪府の予算で運営する 

大阪の住まい活性化フォーラムは、大阪府が設立し、住宅まちづくり部居住企画課

が事務局を担っており、大阪府の予算で運営することも一案ではあるが、府の予算が

単年度であることを考慮すると、継続的な運営には課題が残る。 

Ⓑ大阪の住まい活性化フォーラムとは別に運営する 

❶希望する団体が単独で運営する 

希望する団体が運営を行なえば、当面の資金確保についてはクリアできるが、継続

性、安定性など、チェック機能をどのようにするかなども含めて課題が残る。 

❷複数の団体が会費等で運営費をまかなう 

例えば、フォーラムの総合相談窓口を開設している複数の団体が持ち回り等で運営

を担い、各団体からの会費等で運営費をまかなう。現在すでに各々窓口を開設してお

り、それとは別にワンストップ相談窓口を設けることは技術的には難しくないと思わ

れるが、スキルの差や窓口業務への熱意の差などがある場合、団体間の調整等の課題

が残る。 

❸収益により運営費をまかなう 

運営団体が、コールセンターの運営による収益により運営費をまかなう。例えば、

不動産の媒介報酬やコンサルティング報酬、建築報酬等が想定できる。コールセンタ

ーを自走するには、ある意味最も健全で理想的ではあるが、誘因行為の懸念やチェッ

ク機能をどのようにするかなども含めて検討事項も多い。 

❹スポンサーにより運営費をまかなう 

公益団体などに運営費を負担してもらい、公益事業としてコールセンターを継続す

る。実際に公益団体等に打診はしていないが、資金力のある公益団体も多く、社会的

メリットも大きく公益性のある事業であるため、有力な案であるといえる。 
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２）市町村での地域特性を考慮した空き家問題解決のための意識啓発事業等の実施 

①地域住民による空き家調査（豊能町） 

町の空き家担当者、地元の NPO 法人、自治

会長等と協議を重ね、まずはできるところから始

めようと、約 2,000 世帯の自治会において、地域

住民自らが目視で空き家調査を行うこととし、そ

の前に知識を深めようとセミナーも企画、令和 4

年 1 月 8 日にセミナー、1 月 9 日と 10 日で空き家

調査を行う予定だったが、新型コロナウィルスの

感染拡大のため、延期となった。 

 

②空き家購入希望者向けのアプローチ（枚方市） 

オンラインセミナーの参加者は、平日の夜とい

うこともあり 6 名に留まったが、補助制度の申請

件数は、令和 2 年度に事前協議 25 件（交付申請

19 件 補助実積 1 件）、令和 3 年度（令和 4 年 2

月 1 日時点）には、事前協議 33 件（交付申請 27

件 補助実積 12 件）と確実に伸びている。単に補

助金があるからと考えるのではなく、これだけの

潜在ニーズの掘り起こしに成功したと捉えて、事

例集も完成し、今後さらなる掘り起こしを図る。 

また、空き家を不動産投資の対象と捉え、不動産投資家や空き家所有者等に周知することを

目的として、住まいの不動産投資オンラインセミナーも企画している。空き家を活用する側に

アプローチすることで、空き家の解消を図る取り組みは続く。 

 

③自治体と民間における連携のあり方についての検討（八尾市） 

セミナー＆相談会における相談や市へ直接相談があった案件につい

て、市と内容を共有し、具体的に対応策の検討および提案を行った。こ

れにより、市としての選択肢が増え、空き家対策が進み、民間事業者と

の役割分担の道筋が見え、市の担当者の負担が減るイメージはついた。 

ただ、事例となる案件がまだ少なく、今年度は、具体的な検討までは

進まなかったが、今後案件が増えるに従い、事例をもとにした連携体制

構築（役割分担）の検討を行い、空き家対策の促進と自治体の負担軽減

を実現できる見通しがついた。 

 

④寺内町の空き家活用におけるサポート（貝塚市） 

他の地域での活用事例などを紹介し、参加者からは「とても参考になった」との声が多く聞

かれた。歴史的な建物の活用においても、他の空き家対策の手法や事例が有効であることも確

信できた。と同時に、歴史的な建物を活用する意味やメリットなどについても、改めて考える

いい機会となった。 

図－18 セミナーのチラシ 図－19 空き家の調査票 

図－21 セミナーのチラシ 図－20 事例集の表紙 

写真－11 セミナーの様子 

15



 

⑤近隣の空き家に対する問題解決手法の研究（堺市） 

ⅰ）「堺・泉北の住まいと空き家の電話相談室」の設置 

令和 4 年 1 月末現在で計 6 件、月に平均 2 件程度の相談があった。設置してからまだ日は浅

いが、近隣の空き家相談もあり、問題解決に向けて継続している案件もある。 

ⅱ）「堺・泉北の住まいと空き家の相談会」の開催 

計 4 組の相談があった。周知について、地域のタウン誌への掲載などを試みたが、思ったほ

ど相談件数が伸びず、周知方法については課題が残る。しかし、以前自治体へ相談したが、解

決せずにそのまま数年間進展していない近隣の空き家相談もあり、現在問題解決に向けて継続

して取り組んでいる。 

ⅲ）セミナー＆相談会の開催 

 セミナーの参加者は 10 名程度、個別相談会は 1 組の相談があった。市が主催の相談会の場

合、相談会終了後、相談者が相談を継続したい場合、相談者が再度相談員の団体等へ連絡する

仕組みとなっており、誘因行為等の防止という観点では有益ではあるが、相談者が相談会で話

を聞くことで満足し、行動に移さないケースも見受けられる。 

ⅳ）近隣の空き家に対する問題解決手法の研究 

現在のところ 2 件、近隣の空き家問題解決支援を実施しているが、近隣の空き家所有者を特

定してからのアプローチとなり、必然と時間がかかるため、今年度内では結論は出ないが、継

続して進めていく予定である。 

自治体が市民から受ける空き家の相談は、ほとんどが近隣の空き家についての相談であるこ

とを鑑みると、近隣の空き家対応について民間事業者ができ得る問題解決手法の研究は、自治

体からのニーズも高いと考えられる。 

 

⑥総合的な相談体制の構築（四條畷市） 

ⅰ）空き家相談専用ダイヤルの設置 

令和 4 年 1 月末現在で計 5 件、月に平均 1 件程度の相談があった。周知においては、市の

HP に掲載しているだけなので、他にも工夫する余地はあると考えられる。 

ⅱ）定期的な空き家無料相談会の開催 

計 9 組の相談があった。昨年度までは、相談会を開催しても毎回ほぼ相談者がゼロであった

ことを鑑みると、毎月第一金曜日に定期開催した効果は高いと考えられる。今後は、曜日や時

間を変えて開催することも検討したい。 

ⅲ）セミナー＆相談会の開催 

 セミナー＆相談会においては、令和 3 年 8 月 12 日と令和 3 年 11 月 22 日の２回開催を企画

したが、新型コロナウィルスの感染拡大のため、8 月は中止となり、11 月 22 日のみの開催と

なった。セミナーの参加者は 15 名、個別相談会は 5 組の相談があった。 
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ⅳ）空き家問題解決支援 

四條畷市の場合、空き家相談専用ダイヤルや定期的な空き家無料相談会の他、セミナー＆相

談会の開催など、でき得る限りの窓口を設け、さらに市の空き家担当者の協力もあり、空き家

問題解決支援まで進むケースが多かった。 

空き家問題の解決には、自治体と民間事業者が情報を共有し、役割分担を行いながら進める

ことが、経験上、重要であると考えているが、四條畷市の場合、これらが上手く機能している

のも、協定の締結によるところが大きいと感じられる。 

 

 

 

 

 

 

３．評価と課題 

１）大阪府と同府に隣接する市町村の空き家を対象にした、空き家総合相談体制の拡充 

 相談窓口「大阪の空き家コールセンター」においては、おおむね予定どおり開設することが

できた。空き家相談会においても、新型コロナウィルス感染拡大の影響で中止を余儀なくされ

たケースもあったが、おおむね開催することができている。 

遠隔地に居住する空き家所有者への相談体制拡充のモデル的取組である、首都圏における空

き家相談会においては、周知に課題が残ったが、他県の事例を得ることができた。 

「広域空き家相談窓口」の継続に欠かせない相談員の研修体制についても、当協会が継続し

て行っている研修会を大阪の住まい活性化フォーラムや各自治体に対象を広げ、相談対応事例

や問題解決事例を共有することができた。 

空き家対策のランニングコストの算出とその資金確保の検討においては、コールセンターを

開設して３カ月余りというデータの少ない中ではあるが、多角的に検討を行なうことができた。 

 「広域空き家相談窓口」を安定して継続するために、大阪の住まい活性化フォーラム等と

の調整およびスキルアップに関する研修体制の整備等が今後の課題となる。 

 

２）市町村での地域特性を考慮した空き家問題解決のための意識啓発事業等の実施 

 今年度は、府内６市町を対象に、各市町における地域特性を踏まえ、空き家対策状況や課題

などを調査・分析し、実情を考慮した空き家対策の企画と実践を行なったが、実質的な実践期

間も短く、新型コロナウィルス感染拡大の影響もあり、思うように取り組みが進まなかったケ

ースもあるが、おおむね傾向は掴むことができた。 

 また、「地域特性」を画一的なものさしで測るのではなく、人、物、風土、規模、歴史など

多角的に捉え、さらに、各自治体の状況や要望に沿った取り組みを行なうことができた。 

 今年度中にも、６市町以外に支援の要請があり、他市町村からの本取り組みへの期待と今後

の可能性を感じることもできた。と同時に、来年度以降、６市町への継続的な支援に加え、要

請のあった他市への支援の拡充に対して、どこまで対応できるかも課題となる。さらに、それ

ぞれの地域で活動する団体や専門家との連携の強化も課題となる。 
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４．今後の展開 

 「広域空き家相談窓口」においては、令和 5 年度以降の自走を目指して、継続して問題解決支

援を実践し、実績を積み重ねながら、具体的な検討と調整を行い、さらには研修体制の充実、

相談窓口の拡充や周知等にも力を入れながら、継続的かつ安定的な「広域空き家相談窓口」の

確立に取り組む。 

 地域特性を考慮した空き家問題解決のための意識啓発事業においては、今年度連携を行なった６

市町の継続的な支援に加え、すでに要請のある他市への支援の拡充と各地域の専門家等との連携体

制の構築に取り組む。 

さらに、相談対応事例や問題解決事例など、蓄積されたノウハウ等を、府内の全市町村で共有で

きる仕組みを構築するとともに、全国の自治体や空き家対策に取り組む団体等に対しても、要請が

あれば有益なノウハウ等の積極的な提供にも寄与したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■事業主体概要・担当者名 

設立時期 1994 年 1 月 

代表者名 代表理事 米田 淳 

連絡先担当者名 井勢 敦史 

連絡先 
住所 〒541-0052 大阪市中央区安土町 1-4-11 エンパイヤビル 3 階 

電話 06-6261-3340 

ホームページ http://oreca.jp/ 空き家問題対策総合サイト http://akiya.osaka.jp/ 
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別紙４�

空き家相談票               令和 年 月 日 曜日 
 

相談員情報 

相談員所属団体： 相談員氏名： 

相談者情報 

1 
相談者性別：男・女 年齢：10 代・20 代・30 代・40 代・50 代・60 代・70 代・80 代以上 

空き家所有者との関係： 本人 親族 隣家 その他（        ） 

2 相談空き家所在地(町名まで)： 

 

3 

建物形態 階数 敷地面積 床面積 間取り 建築年 構造 

戸建住宅 二階､三階建 

平屋  
㎡ 

㎡ 

 

年 

在来軸組み、２×４、 
ＲＣ、ＳＲＣ、 
混構造スチール、 
ログハウス、 

長屋建て 

集合住宅 階建    階 

4 

 

お困りごと＆相談内容 
 空き家所有者様の  □維持管理を希望 □売却希望 □賃貸希望  

今後の予定     □除却 □その他（           ） 

 

空き家状況等 
 

①空き家になって 

        年 
 

②接道 

□公道 □私道 

□2ｍ以上 

□2ｍ未満 
 

③登記 

□現所有者 

□所有者以外 
 

④境界 

□確定 

□未確定 
 

⑤維持管理 

□有 

□無 
 

⑥留守宅空き家の背景 

□転居 □転勤・転

職 

□施設等へ入居 

□売却、賃貸が不成

立 

□ その他 

（                    ） 

相談 

分類 

Ａ Ｂ Ｃ 1 2 3 4 5 6 

空き家 
所有者本人 

空き家所有者
本人以外 

空き家利用
希望者 管理 売買 賃貸 解体 

1～4 
以外 

複合 

5 
空き家・住まいの相談窓口団体、その他団体の 案内・紹介   

紹介事業団体名：                                

6 
○相談員が所属する団体に、この相談票を送付することを同意しますか？ 

□同意する  □同意しない  
※本相談票は、大阪の住まい活性化フォーラム及び各団体の個人情報保護方針等に基づき適正に管理します。 
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本日は、下記の団体に所属しております           がご相談を

承りました。 

今後、引き続きのご相談を希望される場合は、下記の連絡先電話番号までご

連絡をいただきますよう、よろしくお願いします。 

 ご連絡をいただければ、当団体より、ご相談の内容に応じた担当者を紹介さ

せていただきます。 

 

担当団体 紹介団体 団体名 連絡先電話番号 

  （公社）大阪府建築士会 06-6947-1966 

  （公社）全日本不動産協会大阪府本部 06-6947-0341 

  （一社）大阪府宅地建物取引業協会 06-6809-4461 

〇  （一社）大阪府不動産コンサルティング協会 06-6261-3340 

  （一社）関西住宅産業協会 06-4963-3669 

  （一社）既存住宅・空家プロデュース協会 06-6941-2525 

  （NPO 法人）人・家・街 安全支援機構 06-6456-1010 

  （NPO 法人）信頼できる工務店選び相談所・求め

られる工務店会 

0120-46-5578 

  （一社）日本住宅リフォーム産業協会近畿支部 078-801-2537 

  大阪司法書士会 06-6943-6099 

  大阪弁護士会 06-6364-5500 

  大阪府行政書士会 06-6943-7501 

  大阪土地家屋調査士会 06-6942-8750 

  住宅金融支援機構近畿支店 06-6281-9260 

 

ご連絡をいただく際は、『○月○日の××市町村で開催された大阪の住まい

活性化フォーラムの消費者セミナーで個別相談した□□（あなたのお名前）

です』とお伝えいただくようお願いします。 
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大阪の住まい活性化フォーラム 市町村消費者向けセミナー 
個別相談会 相談員心得 

■ 名乗り方法

・個別の事業者の立場ではなく、大阪の住まい活性化フォーラム会員団体からの

派遣者の立場で、府民に対応してください。

※自己紹介は【大阪府不動産コンサルティング協会の○○（氏名）です】としてく

  ださい。 

※名刺を手渡す場合は、団体名、相談員の氏名、団体の連絡先が記載されたものを

使用してください。 

■相談受付票について

・相談者情報（１～３）については、基本的には事前に相談者に記入していただきます。 

・相談者が記入されていない場合には、相談の中で情報をお聞きいただき、相談員が内

容をご記入願います。

・相談員は、相談員所属団体・相談員氏名のほか、「４ お困りごと＆相談内容」、

「５ その他団体の紹介案内」について相談の中でお聞きした情報に基づき記載して

ください。

・「６ 相談票の送付の同意」については、相談終了時に、相談者に記載してもらって

ください。 

※「同意する」のチェックがないものについては、後日、相談団体に相談票の写しを

提供することができません。 

・記入済みの相談受付票は、速やかに開催市町村の職員に引き継ぎください。

（相談受付票は開催市町村が保管・管理を行います。）

※相談票の６に「同意する」のチェックがあるものについては、開催後、主催市町村

より相談票の写しを団体あて送付します。 

■ 個別相談会後の相談者への接触方法

・個別相談会終了時に、「（別紙10）個別相談会ご参加の皆様へ」を相談者に渡し、

団体に連絡を入れていただくよう誘導してください。

※個別相談会の場で相談者の連絡先を聴取し、相談員側から相談者にアプローチする

ことは慎んでください。 

・相談者から連絡を受けた団体は、内容に応じて団体内で適切な対応者を選定、紹介す

る等の対応をとってください。

※相談者からの第一連絡後の対応方法については、各団体の判断にお任せします。

■市町村職員との連携

・市町村の職員が、相談ブースの近くに控えていますので、市の取り組み等について質

問があった場合は、お声がけください。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 4 年 2 月 
 

 

 

 

 

 

 

（一社）大阪府不動産コンサルティング協会 
  

衛星都市における空き家相談体制 
の構築と空き家に関する意識啓発 

のための手引 



 
 

（はじめに） 

 

 空き家問題を解決するためには、空き家の所有者や利用希望者等が空き家を利用したり除却する

ための障害を除去していくことが大切になる。この障害の除去には、普遍的な課題解決手法だけで

なく、地域、物件、権利等によって左右される特性を考慮した課題解決の手法が要求される。 

私たち一般社団法人大阪府不動産コンサルティング協会は、公認不動産コンサルティングマスタ

ーの団体で、組織内に弁護士、司法書士、税理士、土地家屋調査士、建築士、宅建士等の有資格者

が多く在籍し、これまで空き家の担い手連携モデル事業等により大阪市の空き家相談体制の整備等

に携わり、現在も継続して実施している。この事業では、電話相談「空き家相談ホットライン」や

地域の力による空き家予防「空き家相談取り次ぎネットワーク」など相談の入口の拡充から、コン

サルティング手法を駆使し専門職者等と連携した出口戦略の実践を行いながら、大都市部における

空き家対策の総合的な問題解決の検証や研究に携わってきた。 

そこで、長年にわたり大阪市で培ってきた空き家相談・問題解決の実績を基に、大阪府とその隣

接市町村を対象に、より地域に根差した空き家対策のノウハウを提供し、実践を通じて、空き家対

策の仕組みの転用できる部分と地域特性によってカスタマイズが必要な部分とを見極めて探求する

ことにより、入口から出口までを見据えた効果的な官民連携システムを構築し、空き家を市場に流

通させることに寄与したいと考えている。また、これら地域特性を考慮した各々の取り組みを、事

例集の形にまとめることにより、全国の同種の地域における空き家対策に有益な手法等を提供する

ことができるものと期待している。 
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●市町村での地域特性を考慮した空き家問題解決のための意識啓発事業等の実施 

今年度は、府内 6 市町を対象に、各市町における地域特性を踏まえ、空き家対策の

状況や課題などを調査・分析し、実情を考慮した空き家対策の企画と実践を行った。

新型コロナウィルス感染拡大の影響もあり、思うように取り組みが進まなかったケー

スもあるが、6 市町における取り組み事例を紹介したい。 

１ 地域住民による空き家調査（豊能町） 

豊能町は、大阪府の北部に位置し、面積は 34.37 ㎢、人口 18,796 人、世帯数 8,685

世帯（令和 4 年 1 月末日現在）で、約 8 割が山林原野によって構成されている。 

（１）豊能町における空き家対策状況や課題等の調査・分析 

まずは、公表されている各種資料等による調査を行い、町の空き家担当者および地元

の NPO 法人からもヒアリング調査を行った。 

町の空き家担当者へのヒアリング内容 

・平成 30 年住宅・土地統計調査では、総戸数 8720 戸のうち空家は 970 戸 

・平成 29 年 2 月の水道の閉栓状況調査でも、閉栓家屋は約 1000 戸 

・空き家対策は、NPO 法人豊能町ふるさとおこし協議会へ委託している 

・町外居住者は 2000 戸（固定資産税の納付書に NPO 法人の案内を同封している） 

NPO 法人豊能町ふるさとおこし協議会へのヒアリング内容 

・活動内容 

１．町役場への問い合わせに対応 

２．空き家管理（植栽の選定・草刈りなど） 

３．空き家バンクの運営 

４．個別のコンサルティング 

・空き家バンクの登録物件数を増やすことが課題 

・年間の実績は売買が 2 件、賃貸 4 件程度 

・空き家の情報があれば、直接訪問や近隣に調査等ができるが、役場からは個人情 

報なので教えてもらうことができないことが悩み 

（２）豊能町の実情を考慮した空き家対策の企画・実践 

空き家情報を欲している NPO 法人豊能町ふるさとおこし協議会をサポートし、地

域住民の自主性を育むことも目的に、地域住民自らが目視で空き家調査を行うことで



 
 

空き家を掘り起こし、自治会等を通じて所有者を特定し（把握できていない場合は登

記事項証明書から所有者を辿り）、直接アプローチをするための機会創出を企画した。 

自治会の活動とするには、提案から承認まで時間がかかるとの意見があり、まずは

人口約 4,300 人、約 2,000 世帯の光風台地区で、有志による空き家調査の計画を立

て、空き家調査票なども提供した。 

空き家調査を行う前に、調査員と地域住民の空き家に対する意識向上のため、セミ

ナーを開催してほしいとの要望があり、令和 4 年 1 月 8 日にセミナーを開催、1 月 9

日と 10 日で空き家調査を行うこととした。 

 

残念ながら、新型コロナウィルスの感染拡大のため、セミナーおよび空き家調査は

延期となった。 

（３）空き家対策を実践した結果の分析・整理 

空き家調査を行うだけならば、方法は考えられたが、地域住民の協力や自主性が重

要だと考え、納得して行動できる環境が整うまで無理に実施しないこととした。 

地域住民による空き家調査は、感染の拡大が落ち着き、環境が整い次第実施する予

定である。 



 
 

２ 空き家購入希望者向けのアプローチ（枚方市） 

枚方市は、大阪府の北東部に位置し、面積は 65.12 ㎢、人口 397,681 人、世帯数

183,075 世帯（令和 3 年 12 月末日現在）で、府内で第 5 位の人口を有するベッドタウ

ンである。 

（１）枚方市における空き家対策状況や課題等の調査・分析 

枚方市では、空き家所有者に向けた空き家対策に関しては、ある程度充実してお

り、新たな切り口として、令和 2 年度より「枚方市若者世代空き家活用補助制度」を

設け、空き家購入希望者へのアプローチを通じて、空き家の解消を試みている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）枚方市の実情を考慮した空き家対策の企画・実践 

単なる補助制度の案内ではなく、空き家を購入してリフォームもしくは取り壊して新築

する場合のメリットや注意点などを周知することを目的として、令和 3 年 12 月 15 日にオ

ンラインセミナー＆相談会を開催した。市の設備環境の問題で、当協会の事務所より配信

を行った。 

セミナーの広報活動には、市の HP への掲載や市の施設にチラシを配架するだけでな

く、市内の住宅展示場や保育園、工務店などにチラシを配布するなどの工夫も行った。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）空き家対策を実践した結果の分析・整理 

オンラインセミナーの参加者は、平日の夜ということもあり 6 名に留まったが、補助制

度の申請件数は、令和 2 年度に事前協議 25 件（交付申請 19 件 補助実積 1 件）、令和 3 年

度（令和 4 年 2 月 1 日時点）には、事前協議 33 件（交付申請 27 件 補助実積 12 件）と

確実に伸びている。単に補助金があるからと考えるのではなく、これだけの潜在ニーズの

掘り起こしに成功したと捉えて、今後さらなる掘り起こしを図る。 

さらに、空き家を不動産投資の対象と捉え、不動

産投資家や空き家所有者等に周知することを目的と

して、住まいの不動産投資オンラインセミナーも企

画している。空き家を活用する側にアプローチする

ことで、空き家の解消を図る取り組みは続く。 

今回、オンラインセミナーを開催するにあたり、

枚方市が主催し、当協会が運営・配信を行うことと

なり、個人情報の取り扱いに関する覚書を交わした

り、場合によっては肖像権使用承諾書等を相談者か

ら頂くなど、自治体と協力してオンラインセミナー

や相談会を開催する時の注意点や検討事項が多いこ

とに、あらためて気づくこともできた。 



 
 

３ 自治体と民間における連携のあり方についての検討（八尾市） 

八尾市は、大阪府の中央部東寄りに位置し、面積は 41.72 ㎢、人口 263,436 人、世

帯数 126,509 世帯（令和 4 年 1 月末日現在）で、大阪市にも隣接している。 

（１）八尾市における空き家対策状況や課題等の調査・分析 

八尾市の空き家担当者が挙げる空き家業務における問題点等は下記のとおり 

【相談内容】 

・近年の通報は、建築物の危険性に関することよりも樹木の繁茂等に関すること

が多い。 

・区分所有の長屋建て住戸について、所有者が処分等の対応ができずに苦慮して

いる。 

・土地と建物が別人所有の空家について、相続等により、土地所有者が建物所有

者を把握していない。 

・相続等により複数人の権利者がいる物件について、共有者間で管理や売却につ

いての話し合いや合意形成ができておらず、管理不良の程度だけが進行する。 

【所有者】 

・未登記物件や相続登記がされていない物件について、所有者特定に時間を要す

る上、特定後も解決につながらなかったり、時間を要したり、対応に苦慮するケ

ースが多い。 

・空家が生家でない場合、所有者を特定しても当事者意識がない。 

・所有者特定に時間を要した場合、特定に至っても相続放棄をされ、解決につな

がらない。 

【利活用】 

・空家バンクの登録件数が伸びない。 

・中古住宅取得補助、同居支援補助の相談、交付件数が伸びない。 

【その他】 

・空家法や条例、国のガイドライン等に基づいて取り組んでいるが、細かな規定

等はなく、地方公共団体や担当職員の知識や個々の能力に委ねられている。 

・このままでは、専門性の高い業務となってしまい、空家問題の抜本的解決にな

るような法整備等がなされなければ、増加する空家に対して、人的・財政的資源

が不足するとともに、人事異動により、空家対策が後退するおそれがある。 

上記の空き家業務における問題点等は、多くの自治体に共通する悩みではないだろ

うか。八尾市の場合、空き家担当者が自ら相談対応や解決支援に積極的に取り組んで

いるため、仕事量が膨大になり、担当者が交替したときの引継ぎ等にも苦慮している

のが現状である。  



 
 

（２）八尾市の実情を考慮した空き家対策の企画・実践 

自治体でなければできないことと民間事業者でもできることを洗い出すため、机上

で考えるのではなく、実際の相談案件を基に、具体的な問題解決手法を提示しなが

ら、自治体と民間事業者との連携体制構築（役割分担）の検討を行った。 

（３）空き家対策を実践した結果の分析・整理 

相談会における相談や市へ直接相談があった案件について、市と内容を共有し、具

体的に対応策の検討および提案を行ったことで、市としての選択肢が増え、民間事業

者との役割分担の道筋も見えてきた。また、アプローチを変えることで、民間事業者

ができることも増え、市の担当者の負担が減るケースも想定できるようになった。 

ただ、事例となる案件がまだ少なく、今年度は、具体的な連携体制の構築（役割分

担）までは進まなかったが、今後案件が増え、事例が蓄積されるに従い、空き家対策

の促進と自治体の負担軽減を実現できる見通しがついた。 

検討を進める中で、自治体にとっての問題解決と空き家所有者にとっての問題解決

が異なるケースが見受けられ、相続人や共有者等によっても、さらに求めるゴールが

異なることもあり、自治体と民間事業者が連携体制を構築する場合、そのあたりのゴ

ールの設定や整合性なども課題となる。 

 

  



 
 

４ 寺内町の空き家活用におけるサポート（貝塚市） 

貝塚市は、大阪府の南西部・泉南地域に位置し、面積は 43.93 ㎢、人口 83,937 人、

世帯数 37,788 世帯（令和 4 年 1 月末日現在）で、貝塚御坊願泉寺の寺内町を中心に

発展してきた。 

（１）貝塚市における空き家対策状況や課題等の調査・分析 

貝塚市の寺内町地域には、「登録文化財」をはじめとした町家なども多く存在する

が、空き家となって朽ちてゆく状態で放置されたり、解体されるものも後を絶たな

い。空き家の活用は良好な景観や歴史的まちなみの形成にとって喫緊の課題となって

いる。当協会でも、平成 24 年から寺内町の歴史的建造物の維持管理などについて、サ

ポートを行ってきた。 

（２）貝塚市の実情を考慮した空き家対策の企画・実践 

寺内町地域に焦点を当て、令和 3 年 12 月 12 日

に（一社）貝塚寺内町保存活用事業団主催の「空

き家活用セミナー」において、歴史的な建物を活

用する意味・メリットや空き家・空き店舗の効果

的な活用事例等の情報を提供した。 

 

 

 

 

 

 

（３）空き家対策を実践した結果の分析・整理 

他の地域での活用事例などを紹介し、参加者からは「とても参考になった」との声

が多く聞かれた。町家などの活用に関しても、それぞれの状況に応じた多様な対応が

必要となる。歴史的な建物の活用においても、他の空き家対策の手法や事例が有効で

あることも確信できた。と同時に、歴史的な建物を活用する意味やメリットなどにつ

いても、改めて考えるいい機会となった。 



 
 

５ 近隣の空き家に対する問題解決手法の研究（堺市） 

堺市は、大阪府の中南部に位置し、面積は 149.83 ㎢、人口 819,224 人、世帯数

366,994 世帯（令和 4 年 2 月 1 日現在）で、府内 2 番目の人口を有する。 

（１）堺市における空き家対策状況や課題等の調査・分析 

堺市は、大阪市にも隣接し、人口も多く広域に渡るため、高齢化したニュータウン

の空き家問題から、密集市街地の借地や長屋の問題など、市内各地域によっても特色

がある。 

その中でも、市への相談（通報）件数の大半を占める、近隣の空き家問題に注目し

た。 

近隣の空き家に対する、市への相談（通報）件数と内訳は下記のとおり 

 

 

 

（２）堺市の実情を考慮した空き家対策の企画・実践 

近隣の空き家対応について、民間事業者ができ得る問題解決手法の研究に着手した

が、個人情報等の問題もあり、市に相談（通報）があった内容をそのまま引き継ぐこ

とはできないため、まずは相談窓口を設けることとした。 

①「堺・泉北の住まいと空き家の電話相談室」の設置 

令和 3 年 11 月に「堺・泉北の住まいと空き家の電話

相談室」を設置した。広報については、市の HP や広

報誌への掲載および各区役所にチラシを配架するだけ

でなく、タウン誌（週 1 回 68,000 部発行）にも広告を

掲載した。 

  

  建物 樹木 動物・虫 ごみ その他 計 

H30 年度 82 25 1 4 4 116 

R1 年度 48 29 12 2 0 91 



 
 

②「堺・泉北の住まいと空き家の相談会」の開催 

令和 3 年 12 月 12 日に、堺市の中でも高齢化率

が一番高い南区を対象とし、多くの方に利用いた

だけるように、13 時半～21 時と時間の幅を設け

て相談会を開催した。 広報については、電話相談

室と同様に、タウン誌（週 1 回 68,000 部発行）にも

広告を掲載した。 

 

 

 

 

「堺・泉北の住まいと空き家の電話相談室」については、令和 4 年 1 月末現在で計

6 件、月に平均 2 件程度の相談があった。設置してからまだ日は浅いが、中には近隣

の空き家相談もあり、問題解決に向けて継続して取り組んでいる。 

「堺・泉北の住まいと空き家の相談会」においては、相談者が計 4 組と、周知につ

いて地域のタウン誌への掲載などを試みたが、思ったほど相談件数が伸びなかった。

しかし、以前自治体へ相談したが、解決せずにそのまま数年間進展していない近隣の

空き家相談もあり、現在問題解決に向けて継続して取り組んでいる。 

（３）空き家対策を実践した結果の分析・整理 

現在のところ 2 件、近隣の空き家問題解決支援を実施しているが、登記事項証明書

から所有者を辿ったり、周辺への聞き取りを行ったりしながら所有者を特定し、市外

に居住している所有者もいるため、手紙を出したり、実際に訪問したりしながら進め

ている。問題意識の薄い空き家所有者へのアプローチとなり、必然と時間がかかるた

め、今年度内では結論は出ないが、粘り強く継続して進めていく予定である。 

今後、案件数が増えることで、空き家所有者の調査方法やアプローチ方法、注意喚

起方法などの事例が蓄積され、民間事業者ができ得る問題解決手法も、ある程度体系

化できるものと考えられる。 

民間事業者の場合、自治体と異なり、近隣の空き家所有者への指導等に留まらず、

当該空き家の根本的な問題解決支援も行うことができるため、近隣の空き家相談から

の解決支援に向けてのノウハウ蓄積を目指し、今後も積極的に取り組んでいきたい。 



 
 

６ 総合的な相談体制の構築（四條畷市） 

四條畷市は、大阪府の東北部に位置し、面積は 18.69 ㎢、人口 54,969 人、世帯数

24,682 世帯（令和 4 年 1 月末日現在）で、市域の 3 分の 2 を北生駒山地が占める、 

（１）四條畷市における空き家対策状況や課題等の調査・分析 

四條畷市では、令和 3 年 3 月に「四條畷市における

空き家等利活用等普及啓発・相談事業の実施に関する

協定」を締結し、協定に基づき、包括的な空き家対策

のサポートを実践する下地はできつつあった。 

 

（２）四條畷市の実情を考慮した空き家対策の企画・実践 

協定に基づき、空き家相談専用ダイヤルの設置や継続的な相談会、意識啓発セミナ

ー＆相談会などの開催に加え、個々の空き家問題解決支援を実施することにより、入

口から出口までの包括的な空き家対策のサポートを実践した。 

①空き家相談専用ダイヤルの設置 

空き家相談に関する専用ダイヤルを設置

し、平日の 10 時～16 時まで対応した。 

 

 

②定期的な空き家無料相談会の開催 

毎月第一金曜日の 13 時～17 時に、予約制で空き家

の無料相談会を開催した。 

 

 

 

 

 



 
 

③セミナー＆相談会の開催 

令和 3 年 11 月 22 日に、市役

所内において、セミナー＆相談

会を開催した。 

 

 

空き家相談専用ダイヤルにおいては、令和 4 年 1 月末現在で計 5 件、月に平均 1 件

程度の相談があり、定期的に開催している空き家無料相談会においては、計 9 組の相

談があった。 

セミナー＆相談会においては、令和 3 年 8 月 12 日と 11 月 22 日の２回開催を企画

したが、新型コロナウィルスの感染拡大のため、8 月は中止となり、11 月 22 日のみ

の開催となった。セミナーの参加者は 15 名、個別相談会は 5 組の相談があった。 

 

（３）空き家対策を実践した結果の分析・整理 

昨年度までは、市への電話相談はほぼ近隣の空き家に対する苦情で、相談会を開催

しても毎回ほぼ相談者がゼロであったことを鑑みると、専用ダイヤルの設置と毎月第

一金曜日に相談会を定期開催した効果は高いと考えられる。相談会については、今

後、曜日や時間を変えて開催することも検討したい。 

四條畷市の場合、空き家相談専用ダイヤルや定期的な空き家無料相談会の他、セミ

ナー＆相談会の開催など、でき得る限りの窓口を設け、さらに市の空き家担当者の協

力もあり、計 19 件の相談件数ではあったが、空き家問題解決支援まで進むケースが多

かった。 

空き家問題の解決には、自治体と民間事業者が情報を共有し、役割分担を行いなが

ら進めることが重要であると考えられるが、四條畷市の場合、これらが上手く機能し

ているのも、協定の締結によるところが大きいと感じられる。 

空き家対策における理想的なサポート体制が構築できつつあるので、次年度以降

は、これらの確立、定着を目指したい。 

  



 
 

●まとめ 

地域特性については、各市町の公表資料（データ）などから地域特性を探りなが

ら、各々の自治体担当者や地域団体、住民の方々からヒアリングを行ったが、貝塚市

のように、当初イメージしていたとおりの風土や歴史に基づいたサポートを行ったよ

うなケースよりも、結果として、地域の実態をよく知る自治体担当者や地域団体等の

声を聴き、それらの要望等を反映させたケースが多かった。 

また、各市町の実態に合わせて取り組みを行ったため、新型コロナウィルス感染拡

大の影響もあり、単年度で結論が出ないものもあったが、これらの取り組みは、過程

の段階も含めて有益な事例となるものと考えている。今後、継続することで、事例を

更新、ブラッシュアップしていく予定である。 

今回の取り組みを通じて、各自治体に熱意のある担当者が多いことを実感した。だ

からこそ、マンパワーではなく、仕組化をすることで、空き家対策を円滑に進めるこ

とが重要であるとあらためて感じた。また、各地域で、それらを支える団体や専門家

等の連携の強化も喫緊の課題であるといえる。 
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（一社）大阪府不動産コンサルティング協会 
 

  

広域空き家相談窓口の運営にかかる

ランニングコストとその資金確保に

関する検討結果報告 



 
 

広域空き家相談窓口の運営にかかるランニングコストとその資金確保に関する検討結果報告 

 

 

大阪府では、いくつかの団体が各々空き家の相談窓口を設置している

が、相談者が相談内容に合わせて選択をしなければならず、「とりあえず

ここに連絡をすればいい」というワンストップ窓口のニーズがあることは

否めない。そこで、今回、電話による広域空き家相談窓口「大阪の空き家

コールセンター」を設置した。一口に「広域空き家相談窓口」と言っても、

ただ設置をしているだけでは意味がなく、府民や府外の空き家所有者等に

周知し、相談員のスキルアップにも努めながら、安定的かつ継続的に運営

していくことが必要となる。そこで、今年度事業では、「広域空き家相談

窓口」を設置するとともに、問題解決支援を実践しながら、令和 5 年度以

降に安定的かつ継続的に運営していくこと目的に、運営にかかるランニン

グコストとその資金確保に関する検討を行なった。 
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１ 
 

● 大阪府における広域空き家相談窓口の現状 

 

大阪府では、大阪の住まい活性化フォーラムにおいて「空き家・住まいの相談窓口」を設置して

いる。 

 

現在、総合相談窓口が 9 団体、専門相談窓口が 6 団体で構成されており、相談希望者は相談内容

に合わせて選択して連絡することができる。しかし、相談者が相談窓口を選択するということは、

必ずしも容易ではなく、また、総合相談窓口の団体説明を見ても不動産や建築等の専門的な事業者

団体であるように見受けられる。そのため、「とりあえず何をすればいいのかわからない」といっ

たよくある相談に対して、「まずはここに連絡すればいい。」というワンストップ総合相談窓口のニ

ーズがあることも否めない。 

一方、大阪市内においては、平成２９年から当協会において「空き家相談ホットライン」を設置

し、各区役所と連携し、相談から解決支援までワンストップで対応している。 

  

出典：全国空き家ホットライン（http://akiyahotline.jp/city/index.php?pid=27） 



２ 
 
 

● 「広域空き家相談窓口」の設置と運営 

 

１ 「大阪の空き家コールセンター」の開設 

令和３年１０月に、広域空き家相談窓口「大阪の空き家コールセンター」を開設した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 
 
 

「大阪の空き家コールセンター」では、相談から解決支援までワンストップで対応することを目的に

開設した。 
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２ 「大阪の空き家コールセンター」の広報 

大阪府の HP において、Facebook や Twitter に掲載 

 

 

各自治体の HP においても掲載（例 茨木

市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

 各自治体の施設に配架 

 情報プラザ（府内 10 か所）に配架 

 府内のローソン直営店 85 店舗に配架 

など 

 

上記以外にも、自治体の担当者が、相談や問い合せのあった空き家所有者等に紹介するなど、周知・

活用の幅が広がりつつある。 



５ 
 
 

３ 「大阪の空き家コールセンター」への相談 

開設から３カ月余りで、まだ周知されていない状況ではあるが、令和４年１月末現在で計２４

件、月に平均７～８件の相談があった。地域も幅広く、中には府外に所有する空き家の相談もあ

り、相談内容も多様化している。相談があった空き家所在地を表すと下記のとおりで、すでに当協

会で直接の電話相談窓口を設置している大阪市や四條畷市、大阪府宅建協会の泉南支部が精力的に

活動している泉南地域などを除いた地域から、主に相談があったことも興味深い。 

 

   コールセンターに相談があった空き家所在地（令和４年１月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先述のとおり、自治体の担当者が、指導の対象となっている空き家所有者等や自治体の窓口で問い合

せを受けた空き家所有者等にコールセンターを紹介するなど、当協会が行っている大阪市の「空き家相

談ホットライン」と類似の傾向も見受けられるようになっていることから、今後相談件数の増加が見込

まれる。 

  

池田市 

箕面市 

茨木市 

高槻市 

豊中市 

吹田市 

摂津市 

枚方市 

寝屋川市 

守口市 

大阪市 

八尾市 

堺市 

羽曳野市 

河内長野市 

河南町 

田尻町 

その他 



６ 
 
 

４ 「大阪の空き家コールセンター」についての府内市町村へのアンケート結果 

令和４年１月に、府内市町村のご担当者へ向けて、コールセンターの活用状況や活用に向けた課

題についてのアンケートを実施し、下記のような回答を得た。まだ開設して間もないため、認知度

も低く、空き家所有者等へも紹介しづらいなどの意見もある一方で、積極的に活用を始めている自

治体もある。これにより令和４年度は、指摘を受けた課題を解決することによって、自治体にとっ

て活用しやすい相談窓口となる可能性は高い。 

 

 

  



７ 
 
 

● 検討内容と結果 

 

「広域空き家相談窓口」を安定的かつ継続的に運営するためには、相談員への研修や勉強会等に

加え、府民や府外の空き家所有者等への周知、各地での相談会の開催などの工夫も欠かせないが、

ここでは前提として「大阪の空き家コールセンター」を運営するためにかかるランニングコストと

その資金確保に関する検討を行なった。 

 

１ 「大阪の空き家コールセンター」を運営するためにかかるランニングコスト 

「コールセンター」を単独で設置すれば、そのためだけの人件費や家賃、備品代や電話代などか

かることになり、予想される相談件数や労力などを鑑みると、既存の団体等が単独または持ち回り

などで運営することを想定するのが現実的であると考え、今年度は当協会が暫定的に相談窓口を担

当し、電話を転送で事務局が受け付け、相談員へ連絡し、コールバックするスキームにより、ラン

ニングコスト等を算定した。 

 

 

（１）初期対応 1 件あたりにかかる時間 

●受付担当者 

①電話対応      平均 15 分～20 分 

②内容の整理 

③メールの作成    平均 10 分～15 分 

④相談員へメール 

■初期対応の具体的な流れ 

●受付担当者 

①電話対応 

②内容の整理 

③メールの作成 

④相談員へメール 

 ●相談員 

  ①相談者へ連絡 

  ②調査（①と前後する場合あり） 

  ③分析 



８ 
 
 

●相談員 

①相談者へ連絡       平均 30 分 

②調査（①と前後する場合あ り） 

③分析 

  

（２）初期対応 1 件あたりにかかるコスト 

●受付担当者 約 500 円（時給 1,000 円として実働 30 分で算出） 

●相談員  約 6,000 円（当協会の規定 3,000 円/30 分として実働 60 分で算出 電話代含

む） 

         約 1,000 円（調査実費 登記事項証明書等の取得） 

●合計  約 7,500 円/件 

 

（３）年間のランニングコスト 

●初期対応 

約 112,500 円/月（7,500 円×15 件  ※相談件数を 15 件/月と想定） 

 ※コールセンターの状況に加え、当協会が運営している大阪市における空き家相談ホッ

トラインを参考に算出 

●電話代（転送料金も含む） 

約 4,500 円/月 

内訳 

基本料金 2,750 円/月 

ボイスワープ 880 円/月 

転送電話代  750 円/月（10 円/3 分×15 分/件×15 件/月） 

●合計 

約 1,404,000 円/年（117,000 円×12 月） 

 

コールセンターを開設してから３カ月余りの稼働で、多くのデータは収集できておらず、おおよ

その計算ではあるが、年間約１５０万円程度の運営費用がかかると想定した。 

 

２ 「大阪の空き家コールセンター」を運営するための資金確保にかかる検討 

前提として、「大阪の空き家コールセンター」を、大阪の住まい活性化フォーラムの中で運営す

るか、フォーラムとは別に運営するかで議論となった。フォーラムの事業として継続するために

は、フォーラム内での手続きが必要となるが、まだ実績も少なく、議論するためのデータも揃って

いないため、今年度は正式にフォーラム内においては議論を行っていない。 

（１）大阪の住まい活性化フォーラムの中で運営する場合 

平均 30 分 



９ 
 
 

①フォーラムの予算で運営する 

現在、フォーラムは所属団体の会費で運営されているため、予算の中で承認されれば運営

は可能となるが、年間約１５０万円を支出することは簡単ではないことと、多くの団体のコ

ンセンサスが必要となることが課題である 

②大阪府の予算で運営する 

大阪の住まい活性化フォーラムは、大阪府が設立し、住宅まちづくり部居住企画課が事務

局を担っており、大阪府の予算で運営することも一案ではあるが、府の予算が単年度である

ことを考慮すると、継続的な運営には課題が残る。 

 

（２）大阪の住まい活性化フォーラムとは別に運営する 

①希望する団体が単独で運営する 

希望する団体が運営を行なえば、当面の資金確保についてはクリアできるが、継続性、安

定性など、チェック機能をどのようにするかなども含めて課題が残る。 

②複数の団体が会費等で運営費をまかなう 

例えば、フォーラムの総合相談窓口を開設している複数の団体が持ち回り等で運営を担

い、各団体からの会費等で運営費をまかなう。現在すでに各々窓口を開設しており、それと

は別にワンストップ相談窓口を設けることは技術的には難しくないと思われるが、スキルの

差や窓口業務への熱意の差などがある場合、団体間の調整等の課題が残る。 

③収益により運営費をまかなう 

運営団体が、コールセンターの運営による収益により運営費をまかなう。例えば、不動産

の媒介報酬やコンサルティング報酬、建築報酬等が想定できる。コールセンターを自走する

には、ある意味最も健全で理想的ではあるが、誘因行為の懸念やチェック機能をどのように

するかなども含めて検討事項も多い。 

④スポンサーにより運営費をまかなう 

公益団体などに運営費を負担してもらい、公益事業としてコールセンターを継続する。実

際に公益団体等に打診はしていないが、資金力のある公益団体も多く、社会的メリットも大

きく公益性のある事業であるため、有力な案であるといえる。 

 

まとめ 

 コールセンターを開設して３カ月余りというデータの少ない中ではあるが、安定的な継続のた

め、多角的に検討を行なうことができた。令和４年度は、問題解決支援を実践し、実績を積み重ね

ながら、具体的な検討と調整を行い、令和５年度以降の「コールセンター」の自走を目指したい。

さらに、研修体制の充実、周知や相談窓口の拡充等にも力を入れ、継続的かつ安定的な「広域空き

家相談窓口」の確立に尽力したい。 
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